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ＡＩ活用促進に向けた法人研修業務 公募型プロポーザル実施要領 

 

１. 業務の目的 

企業を取り巻く環境は急激に不安定化し、新たな事業環境に合わせた事業変革は、あらゆる

業界において最優先の取組事項となっている。 

その解決策として、デジタル技術を活用し、環境変化への迅速な対応や企業文化を変革して

いくことが企業に対して求められている。 

このような社会状況を踏まえ、本業務では生成ＡＩを活用して業務プロセス変革を行う市内

中小企業の事業活動を支援する。あわせて、本支援を通じた生産性の向上を強く後押しするこ

とで、経費削減や売上向上を実現し、持続的な「賃上げ」が可能な環境を整備することを最終

的な目的とする。 

２. 業務の概要 

（１） 業務名 

令和８年度 経商産振委第20号 

ＡＩ活用促進に向けた法人研修業務 

（２） 業務内容 

別紙「ＡＩ活用促進に向けた法人研修業務仕様書」（以下「仕様書」という）のとおり 

（３） 業務期間 

契約締結日から令和９年３月12日（金）まで 

（４） 提案上限額 

5,000,000円（消費税額及び地方消費税額10%を含む） 

※ 仕様書記載の業務を実施するために必要な一切の経費を含む。 

※ この金額は、契約時の予定価格を示すものではない。 

※ 上限額を超えた者は失格とする。 

（５） 支払方法 

業務完了後の一括払い 

（６） その他 

① 企画提案の内容に基づく見積額は、物価の上昇等の正当な理由がない限り契約時に増額

することは認めない。また、提案内容等を勘案して決定するために、委託契約額が見積額と

同じになるとは限らないことに留意すること。 

② 受託候補者となった者は、その地位・権利の譲渡ができないものとし、契約締結後、当該
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委託業務すべての履行を再委託することは禁止とする。ただし、一部の履行を第三者に委託

する必要があるときは、あらかじめ本市の承認を得ることとする。 

 

３. 参加資格 

この企画提案に参加する者は、次の条件を全て満たしていること。なお、共同事業体で参加

する場合は、全ての構成員が次の（１）から（５）の事項を満たすとともに、代表構成員が（６）

の事項を満たしていること。 

（１） 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であるこ

と。 

（２） 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者

（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）

に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（再生手続開始の決定を受けている者を

除く。）でないこと。 

（３） 暴力団員等(静岡市暴力団排除条例（平成25年静岡市条例第11号）第２条第３号に規定

する暴力団員等をいう。以下同じ）、暴力団員（同条第２号に規定する暴力団員をいう。以

下同じ）の配偶者（暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実

上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ）及び暴力団員等と密接な関係を有す

る者でないこと。 

（４） 静岡市入札参加停止等措置要綱（平成24年４月１日施行）による入札参加停止措置の期

間中でないこと。 

（５） 国税及び地方税の滞納がないこと。 

（６） 過去に、生成ＡＩの活用に関する法人研修を実施した経験があること。 

 

４. 実施スケジュール（予定） 

変更となる場合は、静岡市ウェブサイトにて周知する。 

内  容 期  間 注意事項 

公募開始 

（実施要領等の公開） 
令和８年５月８日（金） 静岡市ウェブサイトで公開 

質問受付期間 
５月８日（金）から 

５月19日（火）午後５時まで 

質問票【様式５】を提出 

※詳細は「５」記載のとおり 
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企画提案書の提出 

（提出書類等一式） 
６月５日（金）午後５時まで ※詳細は「６」記載のとおり 

書類審査結果の通知 ６月11日（木） 

※詳細は「８（１）」記載のとお

り 

参加者にメール、電話及び書面

にて通知（書面は後日送付） 

ヒアリング審査 ６月18日（木） 
※詳細は「８（２）」記載のとお

り 

審査結果の通知 ６月22日（月） 

ヒアリング審査の参加者に

メール、電話及び書面にて通知

（書面は後日送付） 

※ 審査結果等についての問合せには回答しない。 

※ 最終の審査結果の通知後、速やかに選定された業者と随意契約の手続きを行う。 

 

５. 質問受付及び回答方法について 

（１） 提出方法 

 以下、質問受付フォームから【様式５】を提出すること。電話、メール、ファックス等そ

の他の方法では受付けない 

＜URL＞ https://logoform.jp/form/79j2/1557577 

（２） 受付期間 

令和８年５月８日（金）から５月19日（火）午後５時まで 

（３） 回答方法 

令和８年５月21日（木）以降、ウェブサイトに掲載 

 

６. 提出書類等 

（１） 提出書類 

① プロポーザル参加申込書【様式１】 

② 会社概要書【様式２】 

③ 受託実績報告書【様式３】 

過去に行った伴走支援業務の事例について記載すること。 

④ 暴力団排除に関する誓約書兼同意書【様式４】 

https://logoform.jp/form/79j2/1557577


4 

別途、静岡市役所ホームページから電子申請が可能です。 

静岡市役所ホームページ（https://www.city.shizuoka.lg.jp/） 

【検索メニュー】から【ページＩＤ：3555】で検索してください。 

※上記電子申請の場合、役員等氏名一覧はフォームへの入力となります。 

⑤ 貸借対照表、損益計算書（直近１年分）※コピー可 

⑥ 履歴事項全部証明書（発行後３か月以内のもの）※コピー可 

⑦ 納税証明書 ※コピー可 

・国税：「法人税」及び「消費税及び地方消費税」について未納税額のない証明書 

・市税：静岡市に納税義務がある場合は、法人市民税納税証明書と固定資産税納税証明書 

⑧ 企画提案書【様式は任意】 

⑨ 事業実施に係る経費の内訳がわかる書類【様式は任意】 

・提案金額は5,000,000円（税込）を超えないこと 

（２） 提出期限 

令和８年６月５日（金）午後５時まで 

（３） 提出方法 

以下、参加申込フォームから提出資料を送信。 

郵送、持参等その他の方法では受け付けない。 

＜URL＞ https://logoform.jp/form/79j2/1557525 

 

７. 企画提案書について 

（１） 企画提案を求める事項 

企画提案書に記載すべき事項は、仕様書の内容を十分に踏まえ、本業務の達成に必要と

考える取組や手法等を具体的に記載すること。なお、記載に当たっては、「ＡＩ活用促進に

向けた法人研修業務 審査基準」記載の「評価項目」に沿って提案書に記載すること。 

（２） 書式等 

① 用紙サイズはＡ４版を基本とすること。 

② 企画提案書のページ数に制限はないが、15分以内で読み込めるよう簡潔な内容とするこ

と。 

（３） その他留意事項 

① 専門用語には注釈を付ける等、わかりやすい表現で記載すること。 

② 企画提案書の提出は、１社につき１提案とする。 

https://www.city.shizuoka.lg.jp/
https://logoform.jp/form/79j2/1557525
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８. 審査及び審査項目について 

（１） 書類審査について 

① プロポーザル参加者が６者以上の場合は書類審査を実施し、書類審査を通過した提案に

ついてのみ「ヒアリング審査」を実施する。なお、プロポーザル参加者が５者以下の場

合は書類審査を省略し、ヒアリング審査のみ実施する。 

② 書類審査の実施結果等については、令和８年６月11日（木）に通知する。 

（２） ヒアリング審査について 

① 開催日（予定） 

令和８年６月18日（木）午前９時から午後５時まで 

（詳細時間は、別途通知する。） 

② 開催場所 

静岡市役所 清水庁舎（静岡市清水区旭町６番８号） 

③ 審査方法等 

ア 市が設置する審査委員会における審査員によって、プロポーザル参加者から企画提案

書等のヒアリングを行い、審査する。 

イ 審査は、添付の「審査基準」に基づき、審査項目ごとに数値化して採点し、各審査員

の採点結果の合計点が最も高い事業者を本委託業務の契約予定者として選定する。な

お、最高得点が複数存在した場合は、審査項目ごとの順位付けで１位の評価を多く受

けた者を選定する。また、上記のいずれにおいても、審査員の合計点数が７割未満の

場合は、本業務の契約予定者として選定しない。 

ウ 提案者が１者であっても本プロポーザルは成立するものとするが、審査の結果、審査

員の合計点数が７割未満の場合は、本業務の契約予定者として選定しない。 

エ 審査会は非公開とする。 

④ 説明方法等 

ア 参加者は３名以内とする。 

イ 説明方法は、提出期限までに提出した「企画提案書」及び企画提案書に基づいた「パ

ワーポイント」等を用いて説明すること。なお、モニターは（端子はHDMI）静岡市に

て用意するため、パソコンを使用する場合は当日持参すること。 

ウ 説明時間については15分以内、その後の質疑応答は20分程度とする。 

エ ヒアリング審査は非公開とする。 

オ ヒアリング審査は、現地開催のみとする。 
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（３） 審査結果 

① 審査結果の通知 

審査後速やかに、参加者全員に通知する。 

② 審査結果の公表 

提案者名及び審査結果については、公開することができることとする。 

 

９. 失格条件 

次の事項に該当する場合は失格とする。 

（１） 提出書類の不足、虚偽の記載があった場合 

（２） ヒアリング審査に参加しなかった場合 

（３） 審査の透明性、公平性を害する行為があった場合 

（４） その他、本実施要領に示された条件に適合しない場合 

 

１０. その他 

（１） 提出書類等は返却しない。 

（２） 提出書類作成、提出及び審査に要する一切の費用は、応募者の負担とする。 

（３） 提出期限以降における関係書類の差し替えや再提出は認めない。 

（４） 提出書類作成等のため本市から入手した資料等がある場合は、本市の了解なく使用及び

公表することはできない。 

（５） 提出書類について本市は選定手続きに必要な範囲において複製することがある。提出書

類は契約予定者選定の目的以外に使用しない。ただし、静岡市情報公開条例（平成15年４

月１日条例第４号）第７条に基づき、開示請求があったときは、法人等の競争上又は事業

運営上の地位を害すると認められるもの等不開示情報を除いて、開示請求者に開示する。 

 

１１. 問合せ  

静岡市 経済局 商工部 産業振興課 経営支援係 

〒424-8701 静岡市清水区旭町６番８号（清水庁舎５階） 

Tel 054-354-2346 

E-mail sangyoushinkou@city.shizuoka.lg.jp

 

mailto:sangyoushinkou@city.shizuoka.lg.jp
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評価項目 評価内容 

基
本
的
事
項
評
価 

①事業目的の理解と実現可能性 

仕様書記載の目的（生成ＡＩに関する基

礎的な知識や最新の動向等の習得と、受

講する企業が、自社の課題を明確化した

上で、生成ＡＩを活用して課題を解決し、

生産性の向上につなげるための手法を習

得）が達成可能な提案であるか。 

②実績について 
これまで生成ＡＩの活用に関する法人研

修を実施した経験が十分にあるか。 

提
案
に
対
す
る
評
価 

③研修の内容 

生成ＡＩの基礎知識や活用手法につい

て、研修参加企業の理解度に配慮した実

践的な講座であるか。 

④研修の講座数等構成 
講座数、各講座の開催日数、頻度は適切

な内容であるか。 

⑤生成ＡＩの実装・機器導入 

現場担当者の十分な理解を得ながら生成

ＡＩの実装支援を行うとともに、企業の

実態に応じた維持可能な機器選定と導入

（補助金申請の支援を含む）のアドバイ

スが行える提案であるか。 

⑥成果資料作成業務 

具体的な定量的効果及び代表的な事例の

紹介が明記される成果資料の作成が計画

された提案であるか。 

 

体
制
等
評
価 

⑦実施体制 

専ら本業務に関わるスタッフの配置や、

必要に応じて学術専門家等と連携するな

ど、企業の要望に対して迅速に対応可能

な体制であるか。 

ＡＩ活用促進に向けた法人研修業務 審査基準 


